
58

公
現
法
親
王
と
会
津
藩
の
関
係
に
つ
い
て

　

熊

野

秀

一

は
じ
め
に

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
か
ら
勃
発
し
た
戊
辰
戦
争
で
は
、多
く
の
皇
族
が
新
政
府
の
重
職
を
担
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
、
佐
幕
派
に
は
東
叡
山
寛
永
寺
と
日
光
山
輪
王
寺
を
管
轄
し
た
宮
門
跡
の
輪
王
寺

宮
公
現
法
親
王（
後
の
北
白
川
宮
能
久
親
王
、弘
化
四
年（
一
八
四
七
）～
明
治
二
八
年（
一
八
九
五
））

が
い
た
。
慶
応
四
年
三
月
、
法
親
王
は
旧
幕
府
の
依
頼
で
徳
川
慶
喜
の
助
命
を
新
政
府
に
働
き
か
け

た
が
、
そ
の
過
程
で
不
満
を
抱
い
た
。
そ
の
後
は
東
叡
山
で
彰
義
隊
を
庇
護
し
て
新
政
府
へ
の
対
決

姿
勢
を
鮮
明
に
し
、
五
月
の
上
野
戦
争
で
奥
羽
に
逃
れ
て
、
今
度
は
奥
羽
越
列
藩
同
盟
の
盟
主
に
擁

立
さ
れ
た
が
、
最
後
は
降
伏
し
た
。

先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
法
親
王
が
同
盟
の
盟
主
に
な
っ
て
か
ら
の
動
向
が
主
に
重
視
さ
れ
、
藤

井
徳
行
氏
な
ど
の
諸
氏
が
詳
細
に
検
討
し
て
い
る

（
１
）

。
た
だ
、
奥
羽
諸
藩
と
の
個
別
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
あ
ま
り
分
析
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
本
発
表
は
最
も
早
い
時
期
か
ら
接
触
が
あ
っ
た
会
津
藩
を

一
例
に
し
て
、
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一　

江
戸
で
の
関
係

鳥
羽
伏
見
の
戦
い
の
後
、
徳
川
慶
喜
と
と
も
に
江
戸
に
入
っ
た
会
津
藩
前
藩
主
松
平
容
保
は
、
慶

応
四
年
二
月
一
一
日
、
恭
順
を
朝
廷
へ
取
り
成
し
て
ほ
し
い
と
法
親
王
に
書
簡
で
哀
訴
し
た

（
２
）

。
容
保

に
、
法
親
王
に
よ
る
朝
廷
へ
の
仲
介
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
後
、
法
親
王
は
二
月
二
一
日
に
慶
喜
救
済
の
た
め
京
都
に
向
け
て
江
戸
の
東
叡
山
を
出
発
し

た
が
、
駿
府
で
東
征
大
総
督
府
に
訴
え
る
こ
と
と
な
り
、
三
月
七
日
～
一
二
日
に
交
渉
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
結
果
を
旧
幕
府
の
上
層
部
に
伝
え
る
た
め
、
執
当
（
東
叡
山
の
実
務
を
担
当
）
の
覚
王
院

義
観
が
一
三
日
に
駿
府
か
ら
出
立
し
、一
六
日
に
江
戸
城
で
報
告
し
た
。そ
の
後
、経
緯
は
不
明
だ
が
、

会
津
藩
士
の
河
原
善
左
衛
門
と
面
談
し
た

（
３
）

。
こ
れ
が
、後
の
つ
な
が
り
の
端
緒
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

三
月
二
〇
日
に
法
親
王
は
江
戸
の
東
叡
山
へ
戻
っ
た
が
、
そ
の
後
は
同
山
を
拠
点
と
し
た
彰
義
隊

を
庇
護
し
て
新
政
府
と
敵
対
し
た
。
さ
ら
に
閏
四
月
二
二
日
に
は
、
日
光
山
か
ら
の
使
者
、
功
徳
院

慈
亮
・
照
尊
院
猶
海
か
ら
奥
羽
諸
藩
が
同
盟
を
結
成
し
た
こ
と
、
会
津
藩
が
江
戸
ま
で
進
撃
す
る
つ

も
り
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
報
告
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
法
親
王
側
は
早
期
の
実
行
を
求
め
る
旨
の

書
簡
を
発
し
た

（
４
）

。
法
親
王
側
が
会
津
藩
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
、
彰
義
隊
と
会
津
藩
の
連
携
が
模
索

さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
う
か
が
え
る
。

さ
ら
に
法
親
王
は
令
旨
を
佐
幕
的
な
藩
に
与
え
て
、
新
政
府
軍
と
の
対
決
を
呼
び
か
け
た
。
会
津

藩
に
も
、
閏
四
月
二
六
日
に
使
者
を
派
遣
し
て
令
旨
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
会
津
藩
側
は
「
主

従
感
銘
せ
し
も
道
路
閉
塞
せ
し
に
よ
り
奉
答
せ
ざ
り
き

（
５
）

」
と
応
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
結
局
、
五
月

一
五
日
の
上
野
戦
争
で
彰
義
隊
は
壊
滅
し
、
法
親
王
も
側
近
達
と
東
叡
山
か
ら
脱
出
し
た
。
会
津
藩

の
江
戸
攻
略
も
実
現
し
な
か
っ
た
。

二　

奥
羽
で
の
関
係

東
叡
山
か
ら
脱
出
し
て
か
ら
、
法
親
王
は
榎
本
武
揚
率
い
る
旧
幕
府
軍
艦
隊
を
頼
り
、
五
月
二
五

日
に
海
路
で
奥
羽
に
向
か
っ
た
が
、
会
津
藩
に
は
六
月
六
日
～
一
八
日
の
期
間
に
滞
在
し
た
。
そ
の

間
、法
親
王
は
容
保
と
頻
繁
に
直
接
、対
面
し
て
い
る
（
六
、九
、一
〇
、一
二
、一
六
、一
七
、一
八
日
）。

実
は
七
日
に
容
保
は
日
ご
と
に
伺
う
と
使
者
を
通
じ
て
伝
え
た
が
、
法
親
王
が
拒
否
し
て
い
た
。
こ

の
一
連
の
出
来
事
か
ら
、
容
保
が
法
親
王
を
重
く
み
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
会
津
に
着
い
て
以
降
、
法
親
王
主
従
は
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
容
保
や
ほ
か
の
同
盟
関
係

者
と
協
議
を
重
ね
た
。
九
日
に
同
盟
の
盟
主
を
引
き
受
け
る
た
め
の
条
件
を
提
示
し

（
６
）

、
さ
ら
に
一
六

日
に
は
盟
主
と
し
て
の
具
体
的
な
役
割
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る

（
７
）

。
即
ち
、
同
盟
に
お
け
る
法
親
王

の
位
置
づ
け
が
模
索
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

法
親
王
が
会
津
藩
を
離
れ
て
か
ら
も
、
会
津
藩
の
家
臣
達
は
そ
の
後
の
活
動
を
支
え
た
。
そ
の
一

人
に
小
野
権
之
丞
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
一
八
日
の
法
親
王
の
会
津
出
国
時
に
藩
か
ら
の
命
令
で
随

行
し
た
。
彼
の
活
動
の
一
つ
と
し
て
、
ま
ず
、
白
石
動
座
が
挙
げ
ら
れ
る
。
六
月
二
〇
日
に
法
親
王

は
米
沢
に
入
っ
た
が
、
二
二
日
に
小
野
は
自
藩
の
安
部
井
政
治
と
と
も
に
仙
台
藩
・
米
沢
藩
の
藩
士

達
と
会
談
し
て
、
法
親
王
に
白
石
へ
の
動
座
を
要
請
す
る
こ
と
に
決
め
、
翌
日
伺
っ
た
結
果
、
同
意

す
る
旨
の
返
事
を
受
け
た

（
８
）

。

七
月
二
日
、
法
親
王
は
仙
台
城
下
へ
赴
い
た
が
、
五
日
に
は
仙
台
藩
が
そ
の
ま
ま
同
地
に
と
ど
ま

る
よ
う
主
張
し
て
問
題
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
小
野
が
周
旋
し
て
、
結
局
は
仙
台
藩
に
白
石
動
座
を

認
め
さ
せ
た

（
９
）

。
同
じ
く
六
日
、
八
日
に
も
小
野
は
安
部
井
と
と
も
に
義
観
と
白
石
の
件
に
つ
い
て
相

談
し
て
い
る）

（（
（

。
小
野
が
同
盟
の
衆
議
に
よ
っ
て
決
ま
っ
た
白
石
動
座
の
方
針
を
維
持
さ
せ
よ
う
と
し

た
こ
と
、
さ
ら
に
義
観
な
ど
の
法
親
王
の
側
近
達
と
協
力
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
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七
月
一
三
日
に
法
親
王
は
白
石
へ
移
り
、そ
の
後
は
白
石
城
内
の
「
公
議
府
」
と
い
う
会
議
所
で
、

加
盟
諸
藩
の
代
表
達
と
、
問
題
の
処
理
に
あ
た
っ
た
。
会
津
藩
か
ら
も
、
小
野
や
ほ
か
の
会
津
藩
士
、

あ
わ
せ
て
計
五
名
が
「
密
議
」
に
参
加
し
て
い
た）

（（
（

。
会
津
藩
が
同
盟
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

　三　

法
親
王
と
会
津
藩
の
関
係
の
特
徴

法
親
王
と
会
津
藩
の
関
係
は
同
盟
結
成
前
か
ら
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

○
会
津
藩
は
親
藩
で
あ
り
、
法
親
王
は
徳
川
家
が
設
け
た
東
叡
山
・
日
光
山
の
門
跡
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
両
者
と
も
親
し
み
が
あ
っ
た

○
会
津
藩
が
奥
羽
諸
藩
の
な
か
で
早
い
時
期
か
ら
新
政
府
軍
の
討
伐
の
対
象
と
な
っ
た
た
め
、
法
親

王
の
権
威
を
必
要
と
し
て
い
た

○
会
津
藩
は
京
都
守
護
職
時
代
か
ら
孝
明
天
皇
や
親
幕
の
皇
族
を
支
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
法
親

王
と
の
接
触
に
も
慣
れ
て
い
た

と
い
っ
た
点
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
八
月
末
に
会
津
藩
は
新
政
府
軍
に
よ
っ
て
城
下
を
包
囲
さ

れ
、
九
月
に
な
っ
て
法
親
王
が
仙
台
・
米
沢
両
藩
と
共
に
会
津
藩
よ
り
先
に
新
政
府
に
降
伏
し
た
こ

と
で
、
両
者
の
つ
な
が
り
は
崩
壊
し
た
。

お
わ
り
に

法
親
王
は
、
会
津
藩
と
少
な
く
と
も
慶
応
四
年
二
月
頃
か
ら
接
触
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
奥
羽
潜

行
後
は
、
盟
主
を
め
ぐ
る
協
議
、
人
材
の
提
供
、
他
藩
と
の
仲
介
な
ど
の
つ
な
が
り
が
み
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
法
親
王
は
他
藩
と
比
べ
て
、
会
津
藩
か
ら
強
い
支
持
を
受
け
て
い
た
。
そ
れ
は
法
親
王

が
容
保
と
頻
繁
に
会
っ
て
い
た
こ
と
、
小
野
を
は
じ
め
と
し
た
藩
士
達
が
法
親
王
を
助
け
て
い
た
こ

と
な
ど
か
ら
も
わ
か
る
。

即
ち
、
法
親
王
と
会
津
藩
の
関
係
は
長
期
に
及
び
、
六
～
八
月
に
密
接
な
も
の
と
な
っ
た
が
、
九

月
前
後
に
な
っ
て
崩
壊
し
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
今
後
は
、
よ
り
多
く
の
藩
と
法
親
王
の
関
係
を

み
て
い
く
こ
と
で
、
戊
辰
戦
争
に
お
け
る
法
親
王
の
果
た
し
た
役
割
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

註
（1）
藤
井
氏
の
業
績
は
「
明
治
元
年
・
所
謂
「
東
北
朝
廷
」
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」（
手
塚
豊

編
『
近
代
日
本
史
の
新
研
究
』
Ⅰ
、
一
九
八
一
年
）
や
「
明
治
元
年
・
東
北
朝
廷
処
分
の
一
考

察
」（
日
本
法
政
学
会
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
現
代
政
治
学
の
課
題
』、

二
〇
〇
六
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
法
親
王
に
関
す
る
研
究
は
、
ほ
か
に
工
藤
威
『
奥
羽
列
藩
同

盟
の
基
礎
的
研
究
』（
岩
田
書
院
、二
〇
〇
二
年
）、遠
藤
進
之
助
「
戊
辰
東
北
戦
争
の
分
析
」（
古

田
良
一
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
東
北
史
の
新
研
究
』、
一
九
五
五
年
）、
亀
掛
川
博
正
「
奥
羽
越

列
藩
同
盟
の
性
格
と
東
北
戦
争
の
意
義
（
Ⅱ
）」（
日
本
政
治
経
済
史
学
研
究
所
編
『
政
治
経
済

史
学
』
第
一
七
四
号
、
一
九
八
〇
年
）、
杉
谷
昭
「
輪
王
寺
宮
公
現
法
親
王
の
奥
州
動
座
」（
佐

賀
県
立
佐
賀
城
本
丸
歴
史
記
念
館
編
『
佐
賀
県
立
佐
賀
城
本
丸
歴
史
記
念
館
研
究
紀
要
』
第
二

号
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（2）
『
藤
岡
屋
日
記
』
第
一
五
巻
、
四
七
一
頁
参
照
。

（3）
「
覚
王
院
義
観
戊
辰
日
記
」
慶
応
四
年
三
月
一
六
日
条
（『
維
新
日
乗
纂
輯
』
第
五
巻
、

三
六
五
頁
参
照
）。

（4）
「
覚
王
院
義
観
戊
辰
日
記
」
慶
応
四
年
四
月
二
二
日
条
（『
維
新
日
乗
纂
輯
』
第
五
巻
、

三
七
二
頁
参
照
）。

（5）
『
会
津
戊
辰
戦
史
』
第
一
巻
、
一
九
二
頁
参
照
。

（6）
「
覚
王
院
義
観
日
記
」
慶
応
四
年
六
月
九
日
条
（『
維
新
日
乗
纂
輯
』
第
五
巻
、三
九
六
頁
参
照
）。

（7）「
覚
王
院
義
観
日
記
」慶
応
四
年
六
月
一
六
日
条（『
維
新
日
乗
纂
輯
』第
五
巻
、四
〇
四
頁
参
照
）。

（8）
『
上
杉
家
御
年
譜
』
第
一
八
巻
、
二
一
～
二
二
頁
参
照
。

（9）
「
小
野
権
之
丞
日
記
」
慶
応
四
年
七
月
五
日
条
（『
維
新
日
乗
纂
輯
』
第
四
巻
、一
一
七
頁
参
照
）。

（10）
「
覚
王
院
義
観
戊
辰
日
記
」
慶
応
四
年
七
月
六
・
八
日
条
（『
維
新
日
乗
纂
輯
』
第
五
巻
、

四
三
九
・
四
四
二
頁
参
照
）。

（11）
『
復
古
記
』
第
六
巻
、
五
五
八
頁
参
照
。
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